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た
。

　
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
自
衛

隊
が
行
か
な
い
と
し
て
き
た

「
戦
闘
地
域
」
へ
の
派
兵

を
可
能
に
し
、
海
外
で
の
戦

争
に
道
を
開
く
こ
と
で
す
。

安
倍
首
相
は
、
「
自
衛
隊
の

活
動
場
所
が
戦
闘
行
為
の
現

場
に
な
る
可
能
性
は
あ
る
」

と
認
め
ま
し
た
。

　
ま
た
、「
新
₃
要
件
」
※ 

が

何
の
歯
止
め
に
も
な
ら
な
い

こ
と
も
明
ら
か
に
な
り
ま
し

た
。
安
倍
首
相
は
、
原
油
の

輸
送
に
か
か
わ
り
、
機
雷
掃

海
に
言
及
。
ま
た
岸
田
外

相
は
、
「
日
米
同
盟
は
国
民

の
命
を
守
る
た
め
に
必
要
」

と
米
国
か
ら
要
請
さ
れ
れ
ば

自
衛
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
を

示
唆
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り

経
済
的
な
問
題
や
日
米
同
盟

に
関
わ
る
問
題
が
、
「
日
本

の
存
立
を
脅
か
す
明
白
な
危

険
」
に
あ
た
る
と
認
め
て
お

り
、
地
理
的
に
も
内
容
的
に

も
政
府
の
判
断
で
際
限
な
く

拡
大
し
て
い
く
可
能
性
が
明

ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
自
民
党
は
野
党
時
代
の

₂
₀
₁
₂
年
₄
月
に
改
憲
草

案
を
作
成
し
、
「
天
皇
の
元

首
化
」
「
国
防
軍
の
創
設
」

「
人
権
の
大
幅
な
制
約
」

を
明
確
に
打
ち
出
し
、
米
国

と
一
体
と
な
っ
た
戦
争
す
る

国
づ
く
り
へ
邁
進
す
る
姿
勢

を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

 

　
₂
₀
₁
₄
年
通
常
国
会

で
、
安
倍
首
相
は
、
集
団
的

自
衛
権
の
行
使
容
認
に
つ
い

て
、
憲
法
解
釈
の
変
更
を
閣

議
決
定
で
行
え
ば
、
国
会
で

の
審
議
を
経
る
必
要
は
な
い

と
の
認
識
を
示
し
ま
し
た
。

　
武
器
輸
出
禁
止
の
原
則
を

₁
₈
₀
度
転
換
し
武
器
輸

出
自
由
化
を
閣
議
決
定
し
ま

し
た
。
ま
た
、
戦
争
す
る
国

の
人
づ
く
り
を
す
す
め
る
た

め
に
、
安
倍
「
教
育
再
生
」

の
名
の
も
と
に
、
教
育
を
政

治
の
支
配
下
に
お
く
教
育
委

員
会
制
度
の
改
悪
や
、
大
学

の
自
治
を
奪
う
法
案
を
成
立

さ
せ
ま
し
た
。

閣
議
決
定
だ
け
で
解
釈
改
憲

　
反
対
世
論
が
高
ま
る
な

か
、
通
常
国
会
終
了
後
の
₇

月
₁
日
、
集
団
的
自
衛
権
行

使
容
認
の
閣
議
決
定
を
強
行

し
ま
し
た
。
野
党
の
要
求
で

や
っ
と
₇
月
中
旬
に
国
会

の
集
中
審
議
が
行
わ
れ
、
問

題
点
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し

　
今
後
、
自
衛
隊
法
な
ど

₁₀

数
本
の
関
連
法
の
改
正
が

必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

福
島
・
沖
縄
県
知
事
選
挙
、

い
っ
せ
い
地
方
選
挙
へ
の
影

響
を
考
え
、
来
年
₅
月
以
降

に
一
括
法
で
出
す
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
国
民
に
知
ら
せ

な
い
ま
ま
、
ま
た
し
て
も
短

期
間
の
審
議
で
強
行
し
よ
う

と
い
う
意
図
が
見
え
見
え
で

す
。
安
倍
暴
走
政
治
を
許
さ

ず
、
早
期
退
陣
に
追
い
込
む

た
め
に
学
習
を
強
め
、
た
た

か
い
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

　
「
軍
事
攻
撃
は
許
さ
れ
な

い
」
と
、
紛
争
を
武
力
で

解
決
す
る
の
で
は
な
く
対
話

に
よ
る
解
決
を
め
ざ
す
動
き

が
世
界
中
で
強
ま
っ
て
い
ま

す
。

　
₂
₀
₁
₄
年
7
月
に
イ
ス

ラ
エ
ル
軍
が
パ
レ
ス
チ
ナ
自

治
区
ガ
ザ
に
対
し
本
格
的
な

攻
撃
を
開
始
、
₁
カ
月
近
く

に
わ
た
り
交
戦
状
態
が
続
い

て
い
る
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
と
イ

ス
ラ
ム
武
装
抵
抗
組
織
ハ
マ

ス
。
民
間
人
に
大
量
の
死
傷

者
を
だ
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル
の

非
人
道
的
な
無
差
別
攻
撃
は

国
際
社
会
の
厳
し
い
非
難
を

呼
び
、
度
重
な
る
停
戦
合
意

破
り
が
あ
っ
て
も
、
粘
り
強

く
恒
久
的
な
停
戦
合
意
を
模

索
す
る
努
力
が
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

　
₂
₀
₁
₃
年
秋
に
は
シ

リ
ア
で
化
学
兵
器
が
使
用
さ

れ
た
と
し
て
米
国
等
が
行
お

う
と
し
た
軍
事
介
入
が
国
際

世
論
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
、

外
交
的
解
決
を
求
め
る
国
連

決
議
が
全
会
一
致
で
採
択
。

武
力
で
な
く
外
交
的
手
段
で

シ
リ
ア
の
化
学
兵
器
破
棄
の

道
筋
を
つ
く
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
ア
ジ
ア
地
域
で

は
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力

条
約
、
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
地
域

フ
ォ
ー
ラ
ム
、
東
南
ア
ジ
ア

サ
ミ
ッ
ト
、
東
南
ア
ジ
ア
非

核
地
帯
条
約
、
南
シ
ナ
海
行

動
宣
言
な
ど
平
和
と
安
全
保

障
に
か
か
わ
る
枠
組
み
が
重

層
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。
₂
₀
₀
₈
年
に
は
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
と
マ
レ
ー
シ
ア

が
₂₈
年
間
に
わ
た
り
争
っ
て

い
た
ペ
ド
ラ
・
ブ
ラ
ン
カ
島

の
領
有
権
問
題
が
国
際
司
法

裁
判
所
の
裁
定
に
よ
り
解
決

し
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で

安
倍
政
権
の
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
容
認
は
世
界
の
流
れ

に
逆
行
す
る
も
の
で
す
。
日

本
は
「
戦
争
は
し
な
い
」

「
武
力
を
使
わ
な
い
」
と

う
た
う
憲
法
₉
条
を
い
か

し
、
平
和
的
な
話
し
合
い

で
紛
争
を
解
決
す
る
流
れ
の

先
頭
に
立
つ
こ
と
が
必
要
で

す
。

　
₂
₀
₁
₃
年
の
参
議
院

選
で
安
定
多
数
を
確
保
し
た

安
倍
政
権
は
、
「
集
団
的
自

衛
権
行
使
容
認
」
の
解
釈

改
憲
に
大
き
く
舵
を
き
り
ま

し
た
。

戦
争
す
る
国
の
体
制
づ
く
り

　
₂
₀
₁
₃
年
臨
時
国
会
で

特
定
秘
密
保
護
法
案
を
衆
参

と
も
に
与
党
の
強
行
採
決
に

よ
っ
て
成
立
さ
せ
、
国
家
安

全
保
障
会
議
（
日
本
版
Ｎ
Ｓ

Ｃ
）
を
発
足
さ
せ
ま
し
た
。

　
年
末
に
は
「
国
家
安
全

保
障
戦
略
」
を
閣
議
決
定

し
、
「
積
極
的
平
和
主
義
」

を
基
本
理
念
と
し
て
、
ア
ジ

ア
太
平
洋
全
域
か
ら
地
球

規
模
で
軍
事
的
関
与
を
強
め

て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
ま
し

た
。
秘
密
保
護
法
で
国
民
の

目
、
耳
、
口
を
ふ
さ
ぎ
、
日

本
版
Ｎ
Ｓ
Ｃ
を
「
戦
争
司

令
部
」
と
し
て
、
海
外
で

「
戦
争
す
る
国
」
へ
突
き

進
む
準
備
で
す
。

　
特
定
秘
密
保
護
法
案
廃
案

を
求
め
る
た
た
か
い
は
、
急

速
に
全
国
に
広
が
り
、
無
数

の
集
会
・
デ
モ
に
若
者
や
若

い
母
親
な
ど
か
つ
て
な
い
人

た
ち
が
参
加
し
、
同
時
期
に

行
っ
た
「
か
が
や
け
憲
法
！

全
労
連
全
国
縦
断
キ
ャ
ラ

バ
ン
₂
₀
₁
₃
」
は
、
廃

止
に
向
け
た
運
動
前
進
に

大
き
く
貢
献
し
ま
し
た
。

₂
₀
₁
₄
年
₁
月
通
常
国

会
開
会
日
に
も
₃
₀
₀
₀
人

が
国
会
を
包
囲
す
る
な
ど
、

秘
密
保
護
法
廃
止
を
求
め

る
世
論
と
運
動
は
さ
ら
に
広

が
っ
て
い
ま
す
。

過
去
最
大
の
防
衛
予
算

　
₁₄
年
度
か
ら
₅
年
間
の
防

衛
力
整
備
の
在
り
方
を
示
し

た
中
期
防
衛
力
整
備
計
画
で

は
、
尖
閣
諸
島
を
含
む
離
島

防
衛
強
化
の
た
め
、
新
型
輸

送
機
オ
ス
プ
レ
イ
₁₇
機
、
水

陸
両
用
車
₅₂
両
な
ど
を
、
新

た
に
導
入
す
る
と
し
て
い
ま

す
。
₅
年
間
の
経
費
総
額
は

前
回
に
比
べ
、
₁
兆
円
以
上

増
額
の
₂₄
兆
₆
₇
₀
₀
億

円
、
₂
₀
₁
₅
年
度
の
概
算

要
求
は
₅
兆
₅
₄
₅
億
円

で
過
去
最
大
で
す
。
こ
の
よ

う
に
安
倍
政
権
は
、
戦
争
す

る
国
づ
く
り
に
む
け
て
の
準

備
を
急
ピ
ッ
チ
で
す
す
め
て

い
ま
す
。

「
戦
争
す
る
国
」
へ
ひ
た
走
る

安
倍
内
閣

　
安
倍
政
権
は
米
国
と
と
も
に
戦
争
す
る
国
づ
く
り
に
向
け
、
集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
を
強
行
し
、沖
縄
・
辺
野
古
の

新
基
地
建
設
、
オ
ス
プ
レ
イ
の
全
国
展
開
な
ど
を
す
す
め
て
い
ま

す
。
暴
走
す
る
安
倍
政
権
に
対
し
、
怒
り
の
声
と
運
動
が
か
つ
て

な
く
急
速
に
広
が
り
、
内
閣
支
持
率
も
急
落
し
て
い
ま
す
。
民
主

主
義
を
破
壊
し「
戦
争
す
る
国
」へ
ひ
た
走
る
、
安
倍
内
閣
の
早
期

退
陣
を
求
め
る
世
論
と
運
動
を
つ
く
る
の
は
い
ま
で
す
。

海
外
で
の
戦
争
に
道
ひ
ら
く

集
団
的
自
衛
権

大
き
な
世
論
と
運
動
で

安
倍
内
閣
の
退
陣
を

イスラエル・ハマス地上戦。イスラエル軍が完全撤収（2014年8月5日）（アフロ／ロイター）

集団的自衛権の閣議決定に抗議して数万人が夜遅くまで国会をとり囲んだ（2014年7
月1日）

※
武
力
行
使
の
3
要
件
　
①
我
が

国
又
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
国
に

対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
国
の

存
立
が
脅
か
さ
れ
、
国
民
の
生
命
、

自
由
及
び
幸
福
追
及
の
権
利
が
根

底
か
ら
覆
さ
れ
る
明
白
な
危
険
が
あ

る
、
②
他
に
適
当
な
手
段
が
な
い
、

③
必
要
最
小
限
度
の
実
力
行
使

　日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが
国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて
再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権
が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。（中略）
　日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇
高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信
義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。（中略）
　日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目
的を達成することを誓ふ。

第9条　日本国民は、正義と秩序を基
調とする国際平和を誠実に希求し、国
権の発動たる戦争と、武力による威嚇
又は武力の行使は、国際紛争を解決す
る手段としては、永久にこれを放棄する。
2　前項の目的を達するため、陸海空軍
その他の戦力は、これを保持しない。国
の交戦権は、これを認めない。

第11条　国民は、すべての基本的人
権の享有を妨げられない。この憲法が
国民に保障する基本的人権は、侵すこ
とのできない永久の権利として、現在及
び将来の国民に与へられる。

第12条　この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断
の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これ
を濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利
用する責任を負ふ。

第13条　すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸
福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、
立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

第14条　すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、
社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係にお
いて、差別されない。（2項以下略）

第19条　思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
第21条　集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、
これを保障する。
2　検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはな
らない。

第24条　婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の
権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければ
ならない。（2項略）

第25条　すべて国民は、健康で文化
的な最低限度の生活を営む権利を有す
る。
2　国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の
向上及び増進に努めなければならない。

第26条　すべて国民は、法律の定める
ところにより、その能力に応じて、ひとし
く教育を受ける権利を有する。（2項略）

第27条　すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
2　賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律
でこれを定める。（3項略）

第28条　勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動を
する権利は、これを保障する。

第97条　この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多
年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去
幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできな
い永久の権利として信託されたものである。

第99条　天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の
公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

日本国憲法

全力をあげてこの崇高な理想と目

基
国

威嚇
決す

ならない。（2項略）

第25
的な
る。
2　国

棄する
海空
い。

本的人
憲法が
侵すこ
現在及

6条
ところ
く教育

第27条 すべて国民は、勤労の権

会福
上及

る。
空軍
国

社会
向上

第26
ところ

　日本国憲法は第2次世界大戦の痛苦の反省に立
ち、国会での議論を経て制定されました。政府の行為
によって2度と戦争を起こさないことを誓い、主権在
民、戦争放棄、基本的人権の尊重を高らかにうたって
います。どの条文が好きですか？話し合ってみましょう。

　共同通信社が実施した全国電話世論調査によると、集団的自衛権行使を容
認する閣議決定について84.1％が「十分に説明しているとは思わない」と回答。
「十分に説明していると思う」は12.7％にとどまった。集団的自衛権の行使容認
に反対は60.2％。行使容認への賛否を年代別にみると、20～30代の若年層で
反対が69.7％に上り、1カ月前の調査から17.9ポイントの大幅増で、行使容認
への不安感を強めている実態が浮かび上がった。

集集集集集集集集集 を集 ををををををををををで9 を
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2016年7月までに500万署名を
　労働法制改悪反対、社会保障改悪反対闘争と結び「かがやけ憲法署
名」を軸として、「戦争する国」ストップの世論を高めましょう。

● 2015年  7月の全労連評議員会までに300万人分の署名集約
組合員と家族の署名を完全集約。全労連未加盟の労働組合や団体訪問を通じ
て「戦争する国」づくり反対の一点共闘を広げ、署名への協力を要請。

● 2016年  ７月の全労連第28回大会までに500万署名達成
「憲法共同センター」（戦争する国づくりストップ！　憲法を守り・いかす共同
センター）での共同を強めて地域での訪問や街頭署名活動を大きく広げる。

● 「憲法学習」を職場、地域で開催
たたかいの重要性についての意思統一を。

● 毎月９日は、「かがやけ憲法署名」全国一斉行動日
全国すべての職場、地域で行動の具体化を。「憲法学習」がたたかいの力。

● 2014年  10月中旬から11月末に「かがやけ憲法キャラバン2014」
団体、自治体要請行動と地域宣伝を全国で。
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